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船舶事故調査報告書 

 

                               平成２３年４月２８日 

                        運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                   委   員  横 山 鐵 男（部会長） 

委   員  山 本 哲 也 

委   員  石 川 敏 行 

委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 衝突 

発生日時 平成２２年９月２６日（日） ０７時００分ごろ 

発生場所 関門港若松区洞海湾口 

 福岡県北九州市若松洞海湾口防波堤灯台から真方位０９０°２００ｍ付 

 近 

（概位 北緯３３°５６.５′ 東経１３０°５１.２′） 

事故調査の経過  平成２２年１０月１２日、本事故の調査を担当する主管調査官（門司事

務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。  

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

Ａ 漁船 幸
こう

栄
えい

丸、４.３トン 

   ＦＯ３－３２９０８（漁船登録番号）、個人所有 

   １１.１０ｍ（Lr）×２.８３ｍ×０.７９ｍ、ＦＲＰ 

   ディーゼル機関、２４６kＷ（漁船法馬力数）、昭和５７年１２月１

０日 

Ｂ プレジャーモーターボート てんぐ丸、５トン未満 

   ２９０－３４３７８福岡、個人所有 

   ７.３４ｍ（Lr）×２.０１ｍ×０.７９ｍ、ＦＲＰ 

   ガソリン機関、６６.２kＷ、平成元年３月 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ 男性 ６９歳 

   一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

    免許登録日 昭和４９年９月３０日 

    免許証交付日 平成２２年３月１１日 

           （平成２７年８月１日まで有効） 

Ｂ 船長Ｂ 男性 ５３歳 

   二級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

    免許登録日 昭和６０年８月８日 

    免許証交付日 平成２２年７月１日 

           （平成２７年８月７日まで有効） 

 死傷者等 Ａ なし 

Ｂ 負傷 ２人（船長Ｂ及び同乗者Ｂ） 

 損傷 Ａ 左舷船首部に擦過傷 

Ｂ 左舷後部外板に破口 

 事故の経過 

 

 Ａ船は、船長Ａが１人で乗り組み、関門港若松区洞海湾口を約１２ノッ

トの対地速力で手動操舵により関門航路第９号灯浮標に向けて東北東進
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中、船長Ａが、主に左方の若松洞海湾口防波堤や後方を見ていたことか

ら、前路のＢ船に気付かずに航行し、平成２２年９月２６日０７時００分

ごろ、Ａ船の左舷船首部とＢ船の左舷後部とが衝突した。 

 Ｂ船は、船長Ｂが１人で乗り組み、同乗者Ｂ１人を乗せ、若松洞海湾口

防波堤先端の東方沖約２００ｍにおいて、釣りのため漂泊中、船長Ｂが接

近してくるＡ船に気付いていたが、Ｂ船が防波堤の先端近くにいるので、

Ａ船がＢ船を避けていくものと思い込んでいた。 

 船長Ｂは、衝突の約２～３秒前に機関を始動してＡ船を避けようとした

が間に合わず、両船が衝突した。 

 船長Ｂ及び同乗者Ｂは打撲等を負ったが、Ａ船に死傷者はなく、Ａ船が

Ｂ船を横抱きにして北湊泊地までえい
．．

航した。 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風 なし、視界 良好 

海象：波 なし、潮流 弱い東流 

 その他の事項  Ａ船は、操業で使用する氷を積み込むために下関漁港に向かっていた。 

 Ａ船は、定係地から出航する際、若松航路の北側の航路側線と若松洞海

湾口防波堤との間を航行した。 

 Ｂ船は、事故発生の約５分前から漂泊していた。 

分析 乗組員等の関与 

船体・機関等の関与 

気象・海象の関与 

判明した事項の解析 

あり 

なし 

なし 

Ａ船は、関門港若松区洞海湾口を東北東進中、

船長Ａが、適切な見張りを行っていなかったた

め、前路で漂泊中のＢ船に気付かず、Ｂ船に向け

て航行し、Ｂ船と衝突したものと考えられる。 

 Ａ船が、港則法第１２条の規定に従い、若松航

路内を航行していれば、本事故の発生を回避でき

た可能性があると考えられる。 

 Ｂ船は、関門港若松区洞海湾口において、釣り

のため漂泊中、船長Ｂが、Ｂ船に接近するＡ船を

視認していたが、Ａ船がＢ船を避けるものと思い

込んでいたことから、衝突直前まで漂泊を続けて

いたものと考えられる。 

原因  本事故は、関門港若松区洞海湾口において、Ａ船が、東北東進中、Ｂ船

が、釣りのため漂泊中、船長Ａが、適切な見張りを行っていなかったた

め、Ｂ船に向かって航行し、両船が衝突したことにより発生したものと考

えられる。 

 




